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保育所、認定こども園及び地域型保育事業に係る 

利用者負担額（保育料）の軽減対象期間の延長について 

 

国が「緊急事態宣言」を全都道府県に発令していることや三重県での感染状況を

踏まえ、引き続き子どもたちへの感染拡大防止のための措置として、令和２年５月

７日から同月３１日まで、本市内の保育所、認定こども園及び地域型保育事業の２

号、３号認定子どもについて登園自粛の要請期間を延長することから、当該要請に

係る利用者負担額の軽減対象期間を延長します。 

 

記 

 

１ 対象 

 ⑴ 施 設 市内の保育所、認定こども園及び地域型保育事業 

⑵ 子ども ⑴を利用する０歳児、１歳児及び２歳児 

２ 延長後の対象期間 

令和２年４月１５日（水）から同年５月３１日（日）まで 

３ その他 

 利用者負担額の軽減対象期間は、登園自粛の要請期間が変更された場合には、

当該要請期間に合わせて変更します。 

 


